
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船渡市公共施設予約システム導入業務 

公募型プロポーザル審査基準 
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大船渡市公共施設予約システム導入業務の公募型プロポーザル審査は、業務提案書等を下記

のとおり審査・評価するものとする。  

 

１ 審査項目及び配点 

  システムの安定稼働及び利用者及び職員の利便性の観点から、機能要件を重視した配点と

する。審査項目及び配点は以下の表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 価格評価の採点方法  

  提案者の見積価格により事務局が評価計算を行い、価格の評価点とする。 

 

３ 機能要件の採点方法 

  提案者が回答した、様式７「機能要件チェックシート」への対応内容を事務局が採点し、

機能要件の評価点とする。 

なお、代替機能により実現可能な場合は、必ず備考欄に明記するものとする。この記載が

ない場合は「実現不可能」と判断する。 

 

４ プレゼンテーションの評価採点方法  

  審査委員会委員がプレゼンテーションの結果を踏まえ採点し、その平均点をプレゼンテー

ション評価点とする。 

審査項目 配点 

① 見積書による価格評価 100 

② 機能要件チェックシートに基づく機能要件評価 300 

③ プレゼンテーション評価 200 

合計点 600 


